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第１０回秋田市地域公共交通協議会 議事要旨

開 催 の 日 時 平成２３年５月１０日（火） 午後２時～午後３時１０分

開 催 の 場 所 秋田市役所 正庁

委 員 の 定 数 ２１名

出 席 委 員 １９名（内代理出席９名）

議 事 (1) 平成２２年度秋田市地域公共交通協議会決算について

(2) 平成２３年度秋田市地域公共交通協議会予算(案)について

(3) 秋田市公共交通政策ビジョンの進行管理について(秋田市分)

(4) バス路線再生分科会委員の指名について

１ 開会

２ あいさつ

３ 委員の紹介

４ 会長の選任について

事 務 局 本協議会設置要綱第４条第１項により、会長は委員の互選により定

めるとなっている。どなたか推薦する方はいないか。

委 員 引き続き木村委員にお願いしたい。

事 務 局 ほかに推薦がなければ、木村委員にお願いしたいがどうか。

委 員 一 同 異議なし

事 務 局 では、木村委員に会長をお願いする。

５ 会長職務代理者の指定および監査員の任命について

事 務 局 本協議会設置要綱第４条第３項および第４項により、会長から指定

および任命することとなっている。

会 長 会長職務代理者を石井委員、監査員を高橋委員にお願いする。
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６ 議事

－議事開始－

会 長 今年度は秋田市公共交通政策ビジョンの短期計画の見直しの年とな

っている。住民ニーズ等を踏まえた協議を続けていきたいので、皆様

のご協力をお願いする。

では議事に入る。議事(1)について、事務局より説明願う。

事 務 局 （資料に沿って説明）

なお、３月３１日付けで監査員から監査報告を受けている。

会 長 質問等ないか。

委 員 一 同 なし

会 長 では、議事(1)については、承認してよいか。

委 員 一 同 よし

会 長 次に議事(2)について事務局より説明願う。

事 務 局 （資料に沿って説明）

会 長 質問等ないか。

委 員 一 同 なし

会 長 では、議事(2)について、承認してよいか。

委 員 一 同 よし

会 長 続いて議事(3)について事務局より説明願う。

事 務 局 （資料に沿って説明）

会 長 意見や質問等ないか。

委 員 鉄道用地を利用したパークアンドライドの導入について詳しく教え

ていただきたい。
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事 務 局 ビジョン策定時においては、操車場跡地を活用したいという計画だ

ったが、その後ＪＲと協議は重ねているが、現在も検討中であり、見

直しとなる可能性もある。

委 員 現在、秋田市内でパークアンドライドを実施しているところはない

ということか。

事 務 局 新たに土地を取得しなければならないこともあり、現在のところは

難しい状況である。

委 員 中心部のバス路線や鉄道へのスムーズな乗り継ぎというのは、どの

ようなものか。

事 務 局 相互間の乗り継ぎの時間が少ないのがスムーズな乗り継ぎと考えて

いる。現在の乗り継ぎ地点が、必ずしも路線バスの発着便数が多いと

は言えないため、事業者と協議し、７月から見直すこととしている。

委 員 公共交通機関や自転車等の通勤によるＣＯ２削減ということで、市

職員がやっているようだが、参加人数や効果等把握していれば教えて

いただきたい。

事 務 局 手元に資料がないため、後日ご報告させていただく。

会 長 今回は市に関する事業だけだが、今後進行管理をしていく上で効果

の検証や情報提供等を公表しなければならないが、現在はどうなって

いるか。

事 務 局 バス案内サービスの利用者数は毎月ホームページで更新している。

また、マイタウン・バスの各地域ごとに設置している運行協議会につ

いても、会議資料や議事要旨を公表しており、可能な限り皆様に情報

提供するようにしている。

会 長 今後進行管理していく中で議論の参考となる資料にもなると思うの

で、情報提供や公表についてより積極的にお願いしたい。

委 員 わかりやすいバスマップ作成および配布については、一番やりやす

いのではないかと思うが、２２年度まで未着手となっているネックは

何か。また、民間を活用するなどの方法もあるのではないか。
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事 務 局 昨年度から、乗り継ぎ地点の改善ということで協議・検討してきた。

今年度から乗り継ぎ地点の変更を実施することとなっている中で、昨

年度注にバスマップを作製しても、またすぐに作り直さなければなら

ないこととなるため実施できなかった経緯がある。

また、民間の活用についてはおっしゃるとおりで、それも含めて今

後検討していきたい。

会 長 ２３年度は関係者の皆様にも事業について評価していただき、それ

を元にビジョンの見直しや修正について委員の皆様に協議していただ

くということなので、ご協力をお願いする。

続いて議事(4)だが、本協議会バス路線再生分科会戦地規約第３条第

１項により、バス路線再生分科会の会長は私が務める。また、委員に

ついては、事前に協議会委員から推薦を受けた方等、議事４参考資料

に記載の皆様を指名する。よろしくお願いする。

なお、５月２３日にバス路線再生分科会を開催する予定である。後

日事務局から通知するが、併せてお願いする。

以上で本日の議事を終了する。

－議事終了－

７ その他

事 務 局 （バス路線再生分科会承認事項の報告について報告）

委 員 ただいまの報告に関連するが、議事(3)中間報告の中でマイタウン・

バスの運行にあたっては、地域において研究会を設置し経路やダイヤ

を検討するとあるが、その内容は反映されているのか。

事 務 局 反映させて運行している。

－協議会終了－


